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平成21年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社東京ドーム

代表者名 代表取締役社長 林 有厚

（コード番号9681 東証第一部）

問合せ先 広報・ＩＲ室長 池田 進

（ＴＥＬ 03-3811-2111）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年3月30日開催の取締役会において 「定款一部変更の件」を平成21年4、

月28日開催予定の第99回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。

記

１．定款変更の目的

（１） 現行定款第5条に定める当社の公告方法を日本経済新聞への記載から電子公告

に変更するものであります。また、やむを得ない事由により電子公告をすること

ができないときの措置を定めるものであります。

（２） 平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための

社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律 （平成16年法律第88号）が」

平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわ

ゆる「株券の電子化」をいいます ）から、これに対応するために、株券の存在。

を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行うものであります。

また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものです（変更案

附則第1条および第2条 。）

（３） コーポレート・ガバナンスのさらなる強化と効率化を図るため、現行定款第26

条と第29条に定める取締役会の招集権者および議長を、取締役会で予め定めた取

締役に変更するものであります（変更案第24条および第27条 。）

（４） 社外取締役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定と

して、変更案31条を新設するものであります。

なお、本規定の新設を議案として提出することにつきましては、監査役全員の

同意を得ております。

また、社外監査役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の

規定として、変更案41条を新設するものであります。

２．定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

３．日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 年 月 日（予定）21 4 28
定款変更の効力発生日 平成 年 月 日（予定）21 4 28

以 上
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別紙 （下線は変更部分を示しています。）

第１条 第１条
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

第４条 第４条

第５条 第５条

第６条 （条文省略） 第６条 （現行どおり）
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 （削　除）
第８条 （条文省略） 第７条 （現行どおり）
第９条 第８条 （現行どおり）
（１） （条文省略）
（２） （削　除）

第10条 第９条

（１） （１）
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

（３） （３）
第11条 第10条
（１） （条文省略） （１） （現行どおり）

（２） （２）

第12条 第11条

第13条 （削　除）
（１）

（２）

（３）

現　行　定　款
第１章　総　則第１章　総　則

第２章　株式第２章　株　式

変　更　案

当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作
成並びに備置きその他の株主名簿及び新株
予約権原簿に関する事務は、これを株主名
簿管理人に委託し、当会社においては取り
扱わない。

当会社の株主（実質株主を含む。以下同
じ。）は、その有する単元未満株式につい
て、次に掲げる権利以外の権利を行使する
ことはできない。

当会社の単元未満株式を有する株主は、そ
の有する単元未満株式について、次に掲げ
る権利以外の権利を行使することはできな
い。

当会社の公告方法は、電子公告とする。た
だし、事故その他のやむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることがで
きない場合は、日本経済新聞に掲載して行
う。

当会社の公告方法は、東京都内において発
行する日本経済新聞に掲載して行う。

当会社は、第７条の規定にかかわらず、単
元未満株式に係る株券を発行しない。但し
株式取扱規定に定めるところについてはこ
の限りではない。

株主、登録株式質権者又はその法定代理人
もしくは代表者は、その氏名、住所及び印
鑑を当会社所定の株主名簿管理人に届け出
なければならない。これらを変更したとき
も同様とする。

外国に居住する株主、登録株式質権者又は
法定代理人もしくは代表者は、日本国内に
居住する者を代理人に選定し、その氏名、
住所及び印鑑を当会社所定の株主名簿管理
人に届け出なければならない。これらを変
更したときも同様とする。

前２項の届け出を怠ったことによって生ず
る通知又は催告の遅延その他の事故につい
ては、当会社は一切その責任を負わない。

当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。
以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪
失登録簿の作成並びに備置き、その他の株
主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録
簿に関する事務は、これを株主名簿管理人
に委託し、当会社においては取り扱わな
い。

当会社の株式に関する取り扱い及び手数料
は、法令又は本定款のほか、取締役会で定
める株式取扱規定による。

当会社の株主権行使の手続きその他株式に
関する取り扱い及び手数料は、法令又は本
定款のほか、取締役会で定める株式取扱規
定による。
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第14条 （条文省略） 第12条 （現行どおり）

第15条 第13条
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

第21条 第19条

第22条 第20条
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

第25条 第23条
第26条 第24条
（１） （１）

（２） （条文省略） （２） （現行どおり）
第27条 第25条

～ （条文省略） ～ （現行どおり）
第28条 第26条
第29条 第27条

第30条 第28条
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

第32条 第30条
第31条

第33条 第32条
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

第41条 第40条
第41条

第42条 第42条
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

第43条 第43条

第44条 第44条
～ （条文省略） ～ （現行どおり）

第47条 第47条

取締役会は法令に別段の定めがある場合を
除き、社長がこれを招集する。但し各取締
役は、課題と理由を付して社長にその招集
を請求することができる。

第３章　株主総会第３章　株主総会

第４章　取締役及び取締役会

当会社は、社外監査役との間で、当該社外
監査役の会社法第423条第1項の損害賠償責
任につき、善意でかつ重大な過失がないと
きは、法令が定める額を限度として責任を
負担する契約を締結することができる。

第６章　会計監査人第６章　会計監査人

当会社は、社外取締役との間で、当該社外
取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責
任につき、善意でかつ重大な過失がないと
きは、法令が定める額を限度として責任を
負担する契約を締結することができる。

第７章　計　算第７章　計　算

現　行　定　款 変　更　案

第４章　取締役及び取締役会

第５章　監査役及び監査役会第５章　監査役及び監査役会

（新　設）

取締役会は法令に別段の定めがある場合を
除き、取締役会で予め定めた取締役がこれ
を招集する。但し各取締役は、課題と理由
を付して当該取締役にその招集を請求する
ことができる。

取締役会の議長には社長がこれに任じ、社
長に事故があるときは取締役会で予め定め
た順序により、他の取締役がこれに任ず
る。

取締役会の議長には法令に別段の定めがあ
る場合を除き、取締役会で予め定めた取締
役がこれに任じ、当該取締役に事故がある
ときは取締役会で予め定めた順序により、
他の取締役がこれに任ずる。

（新　設）
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以上

第１条

第２条 前条及び本条は、平成２２年１月５日まで
有効とし、平成２２年１月６日をもって前
条及び本条を削除する。

当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置き
その他の株券喪失登録簿に関する事務は、
株主名簿管理人に委託し、当会社において
はこれを取扱わない。

現　行　定　款 変　更　案
附　則（新　設）


